
【一般就労への移行応援事業補助金】

一般就労に向けた利用者の資格取得や能力向上を目的とした、

事業所の以下の取組みにかかる経費に対して支援します。

事業に要する経費の１／２以内（上限３００千円）

申込書類（県ホームページを参照）一式を

令和８年７月３１日（金）までに以下申込み先へ提出

一般就労に向けて！
  利用者のスキルアップに取り組む

事業所を応援します!!

Ａ．利用者の教材購入、研修受講、受験費用等にかかる経費

（例）利用者が受講する研修の教材購入費、
講師への謝礼、資格受験に必要な申込料 等

B．事業所内に導入する機械等にかかる経費

（例）専用車両（フォークリフト等）、PC・ソフト 等

＜問合せ・申込み先＞福井県障がい福祉課
〒910-8580 福井県福井市大手３丁目１７－１ 
電話：0776-20-0338
FAX：0776-20-0639
MAIL：syogai@pref.fukui.lg.jp 県ホームページ

補助金額

お申込み

※不採択となる場合がございます。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/syurou/ikououen.html
mailto:syogai@pref.fukui.lg.jp
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